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「島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定」 

の改定申入れに対する当社の対応 

 
 
 平成２４年１１月１日にお申入れをいただいております安全協定の改定に関

しまして，立地自治体と異なる４項目のうち，まずは社内の検討を終えました

「核燃料物質等の輸送計画に対する事前連絡」および「現地確認」の２項目につ

きまして，以下のとおり，対応させていただきます。 
 
 
１．安全協定第７条「核燃料物質等の輸送計画に対する事前連絡」 

 ○現行の安全協定では，一部，輸送日時や経路等輸送に係る詳細な情報につい

ては，核物質防護の観点から連絡を行っておりませんが，鳥取県民の皆さま

の安全確保のために必要との考えから，立地自治体と同様，詳細な情報につ

いても，連絡させていただくこととします。 
○核燃料物質等の輸送計画に係る詳細な連絡に係る規定は，安全協定運営要綱

第４条に記しているため，見直しにあたっては，同要綱を改定することとさ

せていただきます。 
 
２．安全協定第１１条「現地確認」 

 ○原子力災害対策特別措置法において，所在都道府県知事，所在市町村長また

は関係周辺都道府県知事が「立入検査」が出来ると規定されていることに倣

い，鳥取県については「立入調査」に改定させていただきます。 
○米子市および境港市は，発電所に立ち入り，確認いただくこととさせていた

だきます。 

○鳥取県原子力安全顧問については，「立入調査」を実施いただくこととさせ

ていただきます。 

 ○本対応にあたり，安全協定第１１条および安全協定運営要綱を改定させて

いただきます。 
 
当社は，引き続き，残りの項目についても，鋭意社内検討を進めております。

対応内容がまとまりましたら，改めて提案させていただきます。 
 

以 上 


